
主 要 な 国 内 仲 裁 機 関 の 概 要 （ 改 訂 版 ）
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公害等調整委員会
行政型（公害等調
整委員会設置法）

総務省
昭和４７
年

公害に係る被害についての
民事上の紛争

斡旋、調停、仲裁、裁
定（責任裁定、原因裁
定）

委員長及び委員（６名）は、国会の同意を
得て内閣総理大臣が任命。斡旋は３名以
下、調停、仲裁は３名、裁定は３又は５名
（仲裁、裁定のうち１名は弁護士有資格
者）

仲裁０件
調停２件
あっせん０件
裁定２件

仲裁０件
調停５件
あっせん０件
裁定１件

労働委員会 行政型 厚生労働省
昭和２１
年

不当労働行為、労働争議等
労使間の集団的紛争

不当労働行為：命令
労働争議：斡旋、調
停、仲裁

不当労働行為：公益委員
労働争議：斡旋は斡旋員、調停は調停委員
会（公労使三者構成。労使代表は同数）、
仲裁は仲裁委員会（労働委員会の公益委員
又は特別調整委員の中から労働委員会の会
長が3名を指名）

（労働争議につ
き）
仲裁１３件
調停３３件
あっせん５６７
件

（同左）
仲裁１４件
調停７件
あっせん２４２
件

船員労働委員会 行政型 国土交通省
昭和２１
年

船員に係る不当労働行為、
労働争議等労使間の紛争

・不当労働行為：命令
・労働争議：斡旋、調
停、仲裁
・男女雇用機会均等法
の紛争：調停
・個別労働関係紛争：
あっせん

　・不当労働行為：公益委員
　・労働争議：斡旋は斡旋員、調停は調停
委員会（公労使三者構成。労使代表は同
数）、仲裁は仲裁委員会（労働委員会の公
益委員の中から労働委員会の会長が３名を
指名）
  ・男女雇用機会均等法の紛争：女子船員
機会均等調停委員会（労働委員会の公益委
員の中から労働委員会の会長が３名を指
名）
　・個別労働関係紛争：あっせん委員（労
働委員会の公益委員の中から労働委員会の
会長が３名を指名）

（労働争議につ
き）
仲裁０件
調停０件
あっせん１件

（同左）
仲裁０件
調停０件
あっせん１件

中央建設工事紛争審査会
行政型（建設業
法）

国土交通省
昭和３１
年

建設工事の請負契約に関す
る紛争

斡旋、調停、仲裁

委員（１５名以内）及び特別委員は、人格
が高潔で識見の高い者のうちから、国土交
通大臣が任命。原則として、斡旋は１名、
調停・仲裁は３名（仲裁委員のうち１名は
弁護士有資格者）。委員：１５名、特別委
員：１４０名（平成１４年１月１５日現
在）

仲裁８件
調停２１件
あっせん１０件

仲裁８件（うち
和解的仲裁判断
２件、期日内和
解１件）
調停２０件
あっせん８件

�日本海運集会所
民間団体型
（民法上の公益法
人）

国土交通省 昭和８年 国際・国内海事関連の紛争
相談、斡旋、調停、仲
裁

仲裁人は、関係業界の役職員、弁護士、大
学教授

仲裁：１５件
相談：約８００
件

仲裁１４件（う
ち取下げ５件）

仲裁検討会参考資料 ９
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�不動産適正取引推進機構
（特定紛争処理）

民間団体型
（民法上の公益法
人）

国土交通省
昭和５９
年

不動産取引に関する紛争 調整、仲裁

委員（３０名以内）は、弁護士、建築士、
不動産鑑定士、公認会計士並びに法律、土
木、建築、不動産等の分野における学者及
び技術者。
調整及び仲裁は弁護士を含む3名又は2名

仲裁０件
調停１１件
あっせん０件

仲裁０件
調停６件（次年
度繰越８件）

指定住宅紛争処理機関

民間団体型（住宅
品質確保促進法の
規定により、国土
交通大臣が公益法
人又は弁護士会の
中から指定）

国土交通省

平成１２
年（５０
弁護士
会）

住宅品質確保促進法に基づ
く建設住宅性能評価書が交
付された住宅（評価住宅）
の建設工事の請負契約又は
売買契約に関する紛争

斡旋、調停、仲裁
委員（１０名以上）を弁護士会会長が選
任。斡旋、調停、仲裁ともに３名以内（う
ち１名は弁護士）

０件
（平成１２年設
立のため）

�国際商事仲裁協会
民間団体型（民法
上の公益法人）

経済産業省
昭和２８
年

主として国際商事紛争
仲裁（他に外国企業か
らの苦情処理も実施）

仲裁人（資格要件はない。弁護士、大学教
授が多いが、実業家の場合もある。）

仲裁９件
あっせん１６件

仲裁６件（他に
取下げ６件）
あっせん１７件

日本知的財産仲裁センター
（旧　工業所有権仲裁セン
ター）

弁護士会型（日弁
連と弁理士会の共
同事業。法人格な
し）

経済産業省
平成１０
年

工業所有権に関する紛争(イ
ンターネットのドメイン名
登録に関する紛争は平成１
２年１０月１９日より着
手）

相談（平成12年4月開
始）、調停、仲裁、

弁護士、弁理士、学識経験者（調停・仲裁
人のうち1名は必ず弁護士。相談は弁護
士、弁理士が、単独又は共同して対応）
ドメイン名紛争処理については、弁護士、
弁理士、学識経験者から構成されるパネリ
スト

仲裁１件
調停４件

仲裁１件
調停４件

「第二東京弁護士会仲裁セン
ター」など１２弁護士会の１
３センターの仲裁センター

弁護士会型(各弁護
士会ごとに会則に
より設立）

第１号
（二弁）
は平成２
年

特段の限定なし 斡旋、仲裁
一定期間（５年ないし１０年）以上の法曹
経験を有する弁護士・裁判官・学識経験
者・専門知識・裁判実務に精通する者など

１３センター合
計８７４件（調
停・あっせんと
しての申立数を
含む）

仲裁：１３セン
ター合計２４件
（うち和解的仲
裁判断１３件）
和解：１３セン
ター合計３１９
件

司法制度改革推進本部事務局調べ

2/2 


